
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

九

一

号

海
上
自
衛
隊
呉
基
地
に
停
泊
し
て
い
た
潜
水
艦
内
で
乗
組
員
が
自
殺
を
図
っ
た
こ
と
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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海
上
自
衛
隊
呉
基
地
に
停
泊
し
て
い
た
潜
水
艦
内
で
乗
組
員
が
自
殺
を
図
っ
た
こ
と
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
四
五
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
海
上
自
衛
隊
で
は
過
去
に
も
、
上
司
の
暴
力
な
ど
を
原
因
と
し
た
隊
員
の
自
殺
が
複
数
発
生
し

て
い
る
と
承
知
す
る
。
過
去
二
十
年
で
、
上
司
の
暴
力
な
ど
を
原
因
と
し
、
自
殺
を
図
っ
た
隊
員
は
何
人
い
る
か
」
と
問
う

た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
四
五
号
）
で
政
府
は
、
平
成
十
六
年
に
発
生
し
た
護
衛
艦
「
た
ち
か

ぜ
」
乗
員
で
あ
っ
た
隊
員
の
自
殺
事
案
の
東
京
高
等
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
、
同
隊
員
の
自
殺
に
つ
い
て
、
上
位
の
階
級

に
あ
る
者
に
よ
る
暴
行
、
恐
喝
等
と
の
間
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
承
知
し
て
お
り
、
ま
た
、
平
成
二
十
六
年
に

発
生
し
た
横
須
賀
所
在
の
護
衛
艦
に
お
け
る
隊
員
の
自
殺
に
つ
い
て
、
上
司
に
よ
る
暴
行
等
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
っ
た

こ
と
を
認
識
す
る
旨
の
答
弁
を
な
さ
れ
て
い
る
。
右
で
さ
れ
て
い
る
答
弁
の
他
に
、
自
衛
官
の
自
殺
を
巡
っ
て
は
、
平
成
十

一
年
に
発
生
し
た
、
海
上
自
衛
隊
佐
世
保
基
地
の
護
衛
艦
さ
わ
ぎ
り
艦
内
で
当
時
二
十
一
歳
の
三
等
海
曹
が
自
殺
し
た
こ
と

に
つ
い
て
、
遺
族
が
国
家
賠
償
請
求
を
起
こ
し
、
福
岡
高
裁
が
平
成
二
十
年
八
月
、
自
殺
と
上
官
の
言
動
に
因
果
関
係
が

あ
っ
た
旨
認
定
し
、
国
に
対
し
て
三
百
五
十
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
て
い
る
。
右
に
係
る
事
件
や
自
衛
官
の
自
殺
問
題
等
の

教
訓
は
今
現
在
に
い
か
さ
れ
て
い
る
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

一



右
質
問
す
る
。

二


